


連携等の確保を図ることを目的としている。  

○ 医療計画には、医療圏の設定及び基準病床数に関する事項、地域医療支援病院の整備の目標等に関  す0  
。  

（医療圏の設定）  
○ 医療計画の単位となる区域（主として病院の病床の整備を図るべき地域的単位）として医療圏を設定する。  

（医療計画に記載する事項）  

○医療圏の設定  

○基準病床数の算定  

○地域医療支援病院の整備目標  

○設備、器械・器具の共同利用等、医療関係施設相  

互の機能の分担  

○休日診療、夜間診療等の救急医療の確保  

○へき地医療の確保  

○医師等の医療従事者の確保  

○その他医療を提供する体制の確保   
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の程度の病床数を整備すべきかとし  

目標である。  
準病床数を超える病床の増加を抑静  

となっている。  

準病床数を定め、病床不足地域にお  
整備を進める一方、過剰地域の病  
抑制することにより、病床の整備を  
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改正医療法における医療提供体制の考え方  」
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省 令  

○ 生活習慣病その他の国民の健康の保持を  
図るために特に広範かつ継続的な医療の  

提供が必要と認められる疾病を規定  
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（4疾病）  

4疾病の考え方  
好 掛 亡者が着い筈   

屠岩倉が貫いため、屠られた鰯こ   
よゑ身重押な鬼昼が必要、  

■や 症状の蕗拶仁基ブぐきめ臓r   

求めらカることから、屠蘇賂野の彪塵⊆   
屋£と彪広が必祭  
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の 概 要  
土ヒ．＝  

○ 都道府県が平成20年4月からの実施に向け医療計画を見直すに当たり、その実務の参考と   
して先般の医療法改正の基本的な考え方を示したもの。  

「国民の医療に対する安心、信頼の確保を目指し、医療計画制度の中で医療機能の釧ヒq連携   
を推進することを通じて、地域において切れ目のない医療の提供を実現することにより、良質   
かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るための基本的な事項を示す」  

1．施策の基本  
患者本位の医療を実現。  
4疾病及び5事業に対応する医療連携体制の構築を図る。   

b 都道府県が中心となって医療提供体制を確保。  
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査及び  

地域の医療機能についての住民の理解を促進。  

欄関する事項  

5年間を目途として、4疾病及び5事業等についての数値目標を定め、少なくとも5年ごとに数値目標の  
達成状況について評価等を実施。  
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 能の分担及び業務の連携、医療機能情報の提供  

4疾病及び5事業それぞれについての医療機能を踏まえ、業務の連携体制を構築し、医療計画に明示。   
山 その際の情報については患者や住民に分かりやすく明示。  

月．医療従事者 の確保  

。医療連携体制の構築等を踏まえ、地域の医療関係者等と医療従事者の確保に関する協議を行い、偏在へ対応。  

旦」塵塵計画の作成及び医療計画lこ基づく事業の実施状況の言平鹿   
q 基準病床数の算定においては、医療圏にかかる考え方は従来と変わらないもの。  

4疾病5事業については、従来の二次医療圏にこだわらず、地域の実情に応じた計画を作成。   

※ 医療計画や具体的な施策を定めるに当たっては、医療関係各法等の規定や方針等に配慮  
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